
 虹と緑  News Letter　1

発行：虹と緑･地方自治政策情報センター／虹と緑の500人リスト運動
〒700-0971　岡山市野田 5丁目 8-11　かつらぎ野田ビル 2F
TEL  086-244-7723　　FAX  086-244-7724

News  Letter  ー第二期ー　　　　　　　　　　　No.12 2004.9

= Contents =

虹と緑
地方から政治を変えよう

「アジア太平洋みどりの京都会議2005」
準備はじまる

　９月18日、「アジア太平洋みどりの京都
会議 2005」（Asia Pacific Greens Kyoto
Meeting 2005）実行委員会が発足し、来
年２月の京都会議に向けての本格的な動き
が始まりました。
　18日の実行委員会は松谷清さん（静岡
県議・「虹と緑」共同代表）の開会あいさ
つで始まり、参加者の簡単な自己紹介が行
われました。その後、AP-Greens 2005（ア
ジア太平洋みどりの京都会議2005）を紹
介する出来上がったばかりの資料がパワー
ポイントで上映され、渡辺さとこさん（香
川県議・「虹と緑」共同代表）がAP-Greens
2005 の説明を行いました。
　その後、この集まりの基本的な性格や、
実行委員会体制について熱心な議論が行わ
れ、実行委員会（共同代表：渡辺、松谷）

の発足が確認されました。
　既に準備が進められています。具体的に
は次のチームが作られ…プログラムチー
ム・海外渉外チーム・財政・広報＆国内渉
外・現地受入…各チーム毎の集まりがもた
れ、メーリングリストも立ち上げられてい
ます。
　「虹と緑」は 8 月の総会で、この AP-
Greens 2005 の成功に向けて主体的な役
割を担うことを確認しました。
　今後、“次々と”財政面も含めたお願い
をすることになりますが、ご協力をよろし
くお願いします。
　10月にはチラシ、パンフレット、チケッ
トなども作成の予定です。みどりの会議選
挙をともに闘った人々や、みどりの政治を
志向しているひとびとへの広報を強め、各
地でAP-Greens を広めていくプレ企
画などを入れてください。
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　合併に伴う「特例債」発行期限（2005年 3
月末）を間近に控え、平成の大合併狂騒曲が
終章を迎えようとしている。全国各地で法定
協議会の設置や離脱、議員の身分の取り扱い、
果ては合併してみたものの新市建設計画の実
行段階での対立など、様々なトラブルが頻発
している。その原因は何処にあるのか？

＜何のための合併か＞

　総務省のHPに示されている「今、市町村合
併が求められる理由」は、①地方分権の推進、
②高齢化への対応、③多様化する住民ニーズ
への対応、④生活圏広域化への対応、⑤効率
性の向上である。
　しかし、だから地方自治体の合併による大
規模化という答えはいずれのベクトルからも
見えてこない。①はもちろんのこと、②、③
も地域を細分化したほうが、住民密着の自治
的なよりきめ細かいサービスが可能になるし、
④は合併よりも自治体広域連携が現実的。⑤
については、自治体業務の効率性は20万人か
ら30万人規模といわれ（東大の神野先生は10
万人とおっしゃる）、また人口密集の都市部な
らともかく、農山村部では行政規模が広くな
りすぎると却って非効率になる。

＜岡山市の場合＞

　99年現市長は合併政令市を明確に否定した
が、2001年、玉野市から「合併したい」と申
し出があると途端に、63万人強の岡山市と7
万人弱の玉野市を足せば「合併に伴う人口要
件緩和＝70万人での政令市をめざす」と急遽
合併推進に舵が切られた。02年に２つの合併

研究会、03年には岡山市・玉野市・御津町・
灘崎町2市２町での任意合併協議会が設置さ
れた。そして今年の3月、肝心の玉野市は参
加せず（！）1万5千人前後の２町と岡山市と
で「単なる合併」法定協議会が行われてきた。

＜在任特例･定数特例･議員の減員で紛糾＞

　玉野市との合併では「新市新設」で対等合
併を構想したが、１市２町では「岡山市への
編入合併」となった。法定協では議案は粛々
と議決されたが、最後に残された「議員の身
分の取り扱い」で会議は空転が続いた。過大
規模の議会は住民に理解されないと定数１で
の定数特例を主張する岡山市議会と、合併後
の新市建設計画の履行を見守る必要があると
14人全員が２年間残る在任特例を主張する２
町の溝は埋まらない。その時、事務局から「在
任特例で議員数の減員、期間も縮減」という
提案がされ、混乱に拍車をかけた感がある。
　合併特例法にも勝手に減員してよいなどの
記述はない。私は総務省の合併担当課に問い
合わせてみたが、「議員がご自分の事情でお辞
めになるのは致し方ないのでは」と、丁寧だ
が止めるのは勝手といわんばかりだった。実
際に行った例は広島県廿日市市が佐伯町との
合併であったので、現地に行って聞いてみた。
法的拘束力のない減員は、その方法について
意見の一致を見るのが大変難しく、二度も全
員の辞表取りまとめをした挙句、結果を出す
のに一年間かかったとのこと。
　有権者の選挙により付託される議員の権能
を、選挙によらず「闇の中」で決定する減員
手法＝特例法に更に“特例”を重ねる異常な
手法＝には大きな疑問を持たざるをえない。

地方自治権を侵害する合併特例法
岡山市議会議員　 横田えつこ
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　岡山市は一貫して定数特例を主張し、9月
25日の法定協議会では多数決で定数特例が決
定された。しかし、その影には新設された「合
併特例区」による議員救済が大きく寄与して
いる。

＜合併特例区の欺瞞＞

　合併特例区は地域自治区と違い合併後も旧
自治体が法人格を持つ。ただし、区長も委員
も公選ではなく市長の選任であり、特例債の
一部を財源とした地域限定の事業執行権を持
つ特別地方公共団体として5年間の期限で存
在する。つまり、法人格を持つと言いながら、
非常に権限の狭められた、ほとんど自治権を
持たない形だけの法人である。
　それでも法定協では、各町議員14人全員の
委員スライド、非常勤特別職なみの委員報酬
の支払いなどが合併特例区の充実策として確
認されたのである。これを合併地区議員の救
済策と言わずに何と説明できようか。

＜住民発議の法定協議会設置請求が始まる＞

　9月8日、岡山市9月議会の初日に「玉野市
住民による法定協議会設置を求める」議案が
岡山市長の手により急遽追加上程された。前
述したように、玉野市長は今年2月に住民説
明会を経て「岡山市との法定協議会に参加し
ない」と意思表明し合併から離脱した。しか
し特例法４条の規定では、住民発議で50分の
１の署名を集めて法定協議会設置の請求をさ
れたら、当該自治体の長が自己判断を示すこ
となく相手方（岡山市）の長に議会に付議す
るか否か、意見照会しなくてはならない。
　ここで90日間の解答猶予がありながら岡山
市長は即日に付議すると決め、追加上程と
なったものである。私は玉野市の合併の意志
が明確でないまま、相手方の岡山市議会が判
断を下すことはできないと考えている。玉野

市は玉野市で住民自治を完結させて欲しい。
　玉野市議会は27日の本会議最終日、19対５
の圧倒的多数でこの付議議案を否決した。こ
れで岡山市議会も反対すれば特例法に基づい
た一連の住民発議は終了する。しかし、岡山
市議会が法定協議会設置に門戸を開けておく
ために賛成すれば、玉野市では市長提案もし
くは住民の６分の１の署名で住民投票が求め
られる。住民投票で過半数の賛成があれば議
会議決に優先するとなっている。
　岡山市議会では最終日（30日）の議決を前
に、合併するためにはなんでもありと賛成を
主張する者、住民説明会等を経て首長・議会
と二度も否決した案件をさらに住民意思の確
認はありえない、議会機能が無能化すると反
対する者（私はこれを主張しているが）、様々
な思いが飛び交っている。
　玉野市議会の顔を立て、岡山市長の顔も潰
さないために、ここはひとつ継続審査で乗り
切ろうという案も浮上してきた。ただいま現
在、総務委員会で審議続行中である。

★　　★　　★

　平成の大合併は、政府が合併目的をなんと
掲げていようと、国を挙げての大借金の解消
策以外の何ものでもない。しかし、借金を
作った原因には言及せず責任を取ろうとしな
い体質は、今後の行政運営の無責任さを予感
させていて、国の政策に対する地方自治体の
信頼感を失墜させている罪は大きい。
　また、今回岡山市が振り回されている「合
併特例法」は、地方自治法に違反し、憲法の
自治権にも違反するとんでもない法律だと考
える。しっかりこちら側が自治の基本原則を
守らないと、法という強権的手段で自治権能
は粉砕されてしまうだろう。ルールをルール
とも考えず、目的のためなら何でもありのモ
ラルハザードが社会全体に横行していくこと
が、恐ろしい現象でもある。（9月 28日記）
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すぐに役立つ基礎知識
市町村合併編

井奧まさき（虹と緑･政策情報センター長）

　今年度から来年度にかけて、平成の大合併
が一つのピークを迎えそうです。今まで、ど
ちらかというと合併の是非を問う議論が多く
されてきました。住民投票を象徴とした自己
決定の問題、国の地方交付税削減に伴う財政
の問題などです。
　これに加え、今度は合併を決めた上の論点
が必要かと思い、論点整理を試みてみました。
2004年度から2005年度は各地でミニ統一地
方選挙ともいえる合併に伴う選挙が行われま
す。ぜひ選挙の際の争点にしていただければ
さいわいです。

財政支援をどう活用するか
～合併特例債、合併算定替～

　合併に関しては、よく言われているように
「アメとムチ」があります。小規模市町村への
地方交付税が減額されるおそれを「ムチ」に、
合併特例債や合併算定替えという「アメ」を
組み合わせて合併へ誘導していっているわけ
です。
　これはひどい国の誘導策ですが、今回の論
点整理ではいったんそれは触れずにおきます。
私が指摘したいのは、この財政支援をどう活
用するかの視点です。
　例えば、合併算定替えは10年間については
合併をしなかったとして入る地方交付税を保
障するというものです。しかし、10年を経過
した後は５年間かけて合併した後の計算に移
行します。この先の見通しをたてた財政運営
をしなくてはいけません。
　合併特例債はもっと注意が必要です。95％
の充当率、元利償還金の70％の地方交付税算

入と言うことで、あたかも「県や国が95％×
70％＝66.5％の補助金をくれる」かのような
感覚で事業を進められてはたまったものでは
ありません。現金でもらえるわけではなく、
あくまで「計算式に入れる」だけなのです。
　地方交付税のシステム、現在の国と地方の
財政状況からみて、額ベースではこの約束は
反故にされる可能性が大きいのです。現に
2004 年度予算では全国的に地方交付税交付
金の総額（臨時財政対策債含む）は減少して
いました。
　ならば、合併特例債は「借金」という認識
のもと、本当の意味で次代につながるものに
使用しなくてはいけません。その議論をぜひ
おこなってください。

サービスをどうあわせるか
～地域審議会、自己決定～

　私がぜひ合併決定後にとりあげて欲しい論
点は、「市民のサービス水準をどうあわせる
か」の問題です。地方交付税や起債許可、指
導などを通じて、国や県は広域的に同一水準
を保つように誘導していきました。
　しかし、３割自治とやゆされながらも、地
方自治体は現実には、それぞれ独自にサービ
ス拡張を行っています。その拡張部分がそれ
ぞれの自治体の特徴であり、まちづくりの基
本となっています。例えば、福祉サービス、給
付金、補助金といった問題から、イベントの
開催方法までその数は膨大となります。
　ここで、「新自治体に移行するのだから、サ
ービスは同一水準にすべき」という意見と
「旧自治体単位の良さを生かしたい」という意
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見とがまっこうから対立することとなります。
　また、膨大な施策群のうち、どの施策に思
い入れがあるかは同じ旧自治体の中でも住民
により大きく違うでしょう。しかも、それを
「誰が」決めるかというのも大きな問題となり
ます。規模が大きく違う自治体同士の場合、
純粋に数だけで言えば大きな自治体が圧勝と
なります。間接民主主義（例えば、議会・町
内会の代表をもって意志とする）の場合は、
どうしても抜け落ちる部分が出てきます。
　この問題に対して、旧市町村単位でつくる
地域審議会が定められています。また、「旧自
治体の利益を守るため」として合併特例の議
員任期延長の理由付けに使われる場合もあり
ます。しかし、議員がそれを言うのは筋違い
です。市民にどう考える場をつくるかが大事
でしょう。
　私自身は、この「サービス」調整こそ住民
が「まちづくり」について考える大きなチャ
ンスであると考えます。合併を機会に、ぜひ
ともじっくりと時間とさまざまな民主的仕組
みをもって行うべきだと思います。具体的に
は、住民への丁寧な広報、説明会や意見聴取
会、審議会の実施などという形です。

　さて、最後に合併に縁のなかった自治体も、
ぜひ合併に関する視察を行うことをお勧めし
ます。私は以前は行政改革の視察を推奨して
いましたが、その意図は同じです。
　それぞれの自治体の特徴的な施策がいっぺ
んに全体的に把握できるからです。

参考URL　
長野県公式ホームページ
市町村合併についての素朴な疑問
h t t p : / / w ww . p r e f . n a g a n o . j p / s o u m u /
shichoson/gappei/s_q.htm
（公平な立場できちんと説明をしています。
 おすすめ）

　コラム

　共産党の論理に注意！
　臨時財政対策債への誤った評価

　日本共産党と関係団体は「合併反対」の
論理構成として、「地方交付税は減らない」
「なぜならば、臨時財政対策債があるから」
というキャンペーンを張っていました。
（h t t p : / / w ww . j i c h i r o r e n . j p / g a p e i /
03.htm、
http:/ /www.jcp.or. jp/ j i t i tai /qa_gappei/
qa1-2003-09.html　など）
　「臨時財政対策債と合わせたら、交付税
交付金の総額は減らない」「自治体にとっ
ては、手続きは増えたが財政運営上は、地
方交付税とまったく同じ」という主張です。
　しかし、これは「臨時財政対策債」が「赤
字地方債」であり、「借金の繰り延べ」であ
る事実を無視したものです。臨時財政対策
債の返済の際には国は「100％算入する」
といいますが、あらゆる基準財政需要額算
入が「計算式に入れる」だけで、「現金をく
れる」わけではないのと同様、全く信用が
できません。これこそ論理のすり替えとい
うものです。
　また、2004 年度を見る限り、全国的に
総額はやっぱり減っています。市民になん
とか甘い幻想を与え、自分たちの都合の良
い施策に誘導しようというのがミエミエで
す。　私たち市民派としては、そうした甘
い幻想を与えるのではなく、「合併しても、
しなくても厳しい」という現実の財政を見
つめつつ議論を組み立てなければいけない
と思います。
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9 お役立ち情報
月議会から

■埼玉県春日部市議会　片山いくこ

　一般質問では「合併問題」に集中しました。
　春日部市と宮代町・杉戸町・庄和町の1市
３町の合併は、住民投票の結果、宮代町の反
対で御破算になりました。
　お隣の久喜市・幸手市・鷲宮町の合併も久
喜市の反対で御破算に（猪股さんから報告が
あると思います）。
　さらにお隣の、栗橋町・大利根町・北川辺
町も大利根町の反対で御破算と、埼玉では住
民投票によって合併が御破算になる例が続々。
　白紙になったはずの合併問題ですが、執行
部と市議会のほとんど（30人中、共産党５人
と私の計６人を除く24人）が、宮代町を除く
１市２町の合併推進に動いています。
　ところが、杉戸町は、町長はじめ議会の多
数派が、自立宣言した宮代町との２町の合併
に向けて動きだし、その後、全有権者対象の
アンケートによる意向調査では、春日部・杉
戸・庄和の１市２町支持が５％近く上回った
のにかかわらず、議会は宮代との２町の合併
協議会設置を採択しようとしています。
　こんな泥試合と駆け引き、もしかしたら裏
取り引きのうごめいている合併問題です。
　そこで、
　
１、住民意向の確認について

　強引に１市２町の合併を進めようとする根
拠は、住民投票で、春日部市は合併賛成票が
63％余り、合併に対する合意は得られてい
る、というもの。
　そこで、１市３町とは枠組みの異なる合併
については、住民意向の確認が必要、と主張

しましたが、「そんなことをしていては、特例
法の期限に間に合わない」の一点張りでした。
　「議会の 80％が合併に賛成しているのに、
１市３町の合併でさえ、賛成票は63％余。明
らかに、議会と民意の乖離がある。まして１
市２町となったら、この数字は分からない」
と追及しましたがいなされました。

２、合併の大義について

　今までの合併協議では、それでも「合併を
きっかけに、住民の皆さんと新しいまちづく
りを進める」という大義を掲げていました。
　しかし合併が御破算になったとたん、見栄
も外聞もかなぐり捨てて、「合併しなければ、
春日部市の財政は破たんする」と言い出しま
した。
　「先ず、自力で財政の建て直しが必要。合併
による国の支援をあてにした財政再建では、
合併して大きな自治体になったところで、真
に自立した自治体をつくることは無理」とし
ましたが、とにかく国の支援が必要、とのこと。

３、国の支援は、本当に支援なのか

　鳥取県の片山知事の「今、財政が厳しいの
は、今まで国の言いなりになって財政運営し
てきた自治体」という指摘を借りました。
　これまでもたびたび問題として取り上げて
きましたが、国が「後に元利償還を地方交付
税の基準財政需要額に参入する」としてきた
借金、平成15年度の春日部市の決算では、市
債残高580億円（債務負担も含む）のうち、こ
の市がいうところの「国が面倒を見てくれる
から有利な借金」とする借金が500億にのぼ
ります。内、自前で返さなければ行けない分
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が少なく見積もっても200 億円。
　この上さらに、合併特例債を当てにするの
は自殺行為では？
　ノーコメントの上、質問が終ってから、財
政が「素人の分析は当てにならん」という態
度を示しています。「まちがった数字が一人歩
きしては困る」みたいな発言も。しかし、発
言通告できちんと原稿は示しており、基礎と
なる数字も財政から示してもらい、「計算ちが
いしてないよね」と確認したものなのに。
　事実、この分の公債費に占める割合いにつ
いては、「問題がある」といわれ、言われたの
が質問の直前だったので、カットした経緯が
あります。

　一般質問は以上ですが、今後の合併に関す
る動きについて、まったく目が離せない状況
です。強引に進めようとしたら、即運動を起
こせるように準備しなければ。

■香川県議会　渡辺さと子　

　会派拘束をしないゆるやかな会派「けんみ
んねっと」（豊島の石井亨議員、民主党２人、
自民党１人と渡辺）を結成しての、初めての
代表質問をしました。

●力を入れたテーマは県警の偽名領収書問題

　情報公開請求をしたら、黒塗りの紙１枚も
出ない完全非公開だったので、「領収書の枚
数、総額、最低金額と最高金額は？」という
質問をしましたが、文書の非開示理由と同じ
く、「情報提供者が推定されることにより、協
力者やその家族に危害が及んだり、捜査員と
の信頼関係が著しく損なわれるなど今後の捜
査活動に支障を及ぼすおそれがある」という
理由で、答弁しませんでした。
　再質問で「枚数や総額を答えることで推定

されるわけがない。県民の信頼を取り戻すた
めにも説明責任を果たして欲しい」と追及し
ましたが、同じ答弁を繰り返すだけでした。
　公安委員長や代表監査委員にも、これらを
明らかにすることを求めるべきでは？　と質
問しましたが、それぞれ「情報公開条例に基
づいた適切な情報公開が行われるよう県警察
を管理する」とか、「今後の定期監査で適正、
厳正な監査をする」とかいうピントはずれな
答弁でした。

　他に、ＤＶ防止法の改正を受けての県の取
り組み（「ＤＶ被害者が公営住宅を利用できる
よう配慮を」という今年３月の国交省の通知
を受けての取り組みなど）、公益通報者保護法
成立を受けての県の取り組みなどについても
質問しました。

■長崎県諫早市議会　岩永　賢一

●九州新幹線長崎ルートについて

岩永　在来線の標準軌化（ミニ新幹線）につ
いて問う。
答弁（生活環境部長）　在来線の線路幅を新幹
線の線路幅に改軌して、車両は在来線と同じ
ミニサイズのものを使用する。新幹線と在来
線の乗り換えを解消するもので山形、秋田で
運行されている。長崎にこれを適用すると、
複線化する必要が出てくる。
岩永　複線化が必要という根拠は何か。実例
はどこにあるか。
答弁　実例の問題ではなく、ミニ新幹線の運
行を順調にするためには複線化が必要ではな
いかという意味である。
岩永　山形などは複線化しないまま走ってい
る。
答弁　途中の待ち時間が長くなってもよけれ
ば可能である。
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岩永　複線化には１キロあたり15億円、標準
軌化は５億円ですむ。３分程度なら複線化よ
り改軌がいいと思う。

岩永　並行在来線の取り扱いは。
答弁　第三セクターで経営継続していく。
岩永　山形、秋田がなぜミニをとったのか。
整備法により在来線が三セクになった肥薩お
れんじ鉄道などを研究してほしい。いろいろ
な本を紹介したが、どの本を読んだのか。
答弁　長崎県発行の「長崎新幹線のあゆみ」
だけである。
岩永　県の情報だけで動くから、県に従わざ
るを得ない。多くの本に共通するのは「成功
した山形新幹線に倣い」である。ミニ新幹線
は成功したという評価である。
　平成７年のかもめの利用者は 8,800 人。
スーパー特急は15,200 人という試算をどう
分析するか。過大見積もりではないか。長崎
の新幹線の必要性について議論すべきである。
答弁　経済成長と新幹線開業効果を見越して
予測したものである。

■大阪府寝屋川市議会　吉本ひろ子

●小学校の廃校条例案が提出されたので、一
　般質問で追及。
　総合計画の第２期実施計画の行財政改革の
項目に「余裕教室の活用」として掲載されて
いるのが、実は「廃校を含む余裕教室の活用」
だったという答弁を教育長がしました。
　いままで、学校適正化実施計画は行財政改
革ではございません、と嘘を言い続けてきた
ことがついにばれてしまいました。「小中一貫
教育」と「学校規模の適正化」のために教育
改革として取り組むのだと言いつづけて来た
のです。
　でも残念なことに、結果は500人規模の学
校が廃校になりました。500人規模の学校が

廃校になるのは、全国でも例がないと答弁し
ています。しかも来年４月実施という速さ。
住民の大反対の中で、異常です。

●９月初旬に「保育所の民営化方針」を各会
派に個別に説明し、同時に早くも１園の民営
化を引き受ける事業者を9月15日の市広報で
募集するという荒業をやってのけた寝屋川市。
議会軽視だと議会が怒るかと思いきや、「賛成
だ。早くやれ」と与党会派の大合唱。　　
　私は厚生常任委員会協議会で50分質疑し、
議会軽視、市民合意抜きではないかと質しま
した。「事業者募集は準備行為なので、公立保
育所廃園条例の議会審議は17年 12月にしま
すが、問題はない」と言ってのけました。安
定多数の与党会派 24 対是々非々と野党の合
計8の構図が元凶です。
　2期目、元建材会社経営の市長らしく駅前
再開発を2つも手がける一方で、教育、福祉
は義務教育以外、すべて民営化路線をひた走
る姿があらわになってきました。しかも市民
合意まったく我関せず。議会も、議会経費の
削減には全く取り組まず、議会活性化検討委
員会も廃止して、民営化イケイケどんどん。
市側は、次は幼稚園の民営化方針を出してく
るつもりで、今審議会を開いています。

　でも、市民もいま、「傍聴をつうじて、やっ
と私らにも見えてきた。あまりにもひどい。
私らかて、いつまでも何もわからんと思った
ら大間違いやで。伝えていくのが私たちの責
任やと思ってる。吉本さん頑張ってや」と
言ってくれる人が増えてきました。かすかな
希望です。
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■静岡県三島市議会　栗原　一郎

　８月の総会ではなにかとありがとうござい
ました。まだ、議会最中です。最終日を残し
てます。
　教育委員の任命への同意を求める議案が出
てますが、今回、県教委の関与が地教行法上、
廃止されてから初めての教育長選任の意味を
含んでいます。
　こういうとき、みなさんはどのようにして
いますか？
　ちなみに、教育委員長は「教育委員の互選」
と、法で規定されていますが、教育長は「置
く」「教育委員が任命する」とされているのみ
ですよね。
　法改正で県教委の「承認」が廃止されたの
で、教育長という「要職者」がなんだか忽然
と（？）決められるような気がしませんか。
　ここのところのルール化を図っている自治
体もあるようですが。何か、経験などありま
したら教えてください。

●市が出資している第三セクターの経営状態
に対する市の指導監督のあり方。（累積赤字が
拡大しているため）
　総務省の「第三セクターに対する指針（改
訂版）」をもとに市の姿勢を追及。

●上記の質問をしたら、なんとその日の夜、
この会社の社長が会社に対して辞表を提出し
た。（複数新聞報道あり）社長のコメントが
「議会で経営の批判をされたことの責任をとり
たい」と。
　うわあ、議員の質問って、効果絶大なの
か？それとも何かもっと裏があるのか？

■さいたま市議会　高柳　俊哉

□力を入れたテーマ、面白い答弁

【住民基本台帳の大量閲覧について】

質問　本市では住民票交付は「１通200円」、
閲覧手数料は「１簿冊3000 円」です。１簿
冊平均6000 名の情報が掲載されているとす
ると、１人の情報量は約２円。つまり市民が
自己情報を入手するのに200円自己負担が必
要なのに対して、市はＤＭ業者には市民の個
人情報を１人あたり２円で提供していること
になるではないか。今後の対応を問う？

答弁　閲覧手数料については、制度の趣旨及
び個人情報保護の観点から、今後、他政令市
の状況を踏まえて検討していきたい。

（コメント）他政令市では、その多くが住民票
交付と閲覧手数料のバランスを考慮している
模様。大量閲覧抑制に向け、手数料改定の方
向性が示された答弁と考える。

【措定管理者の情報公開について】

質問　本市情報公開条例では指定管理者に対
して、情報公開については、市に準じた措置
を講じるように要請する規定がありますが、
これでは強制力はない。より強い規定とする
よう、検討すべきと考えるが見解を問う。

答弁　指摘の通り、現行規定では強制力はな
い。そこで、指定管理者の募集要項に申請資
格として「情報公開について、市の施策に準
じた措置を講ずることの義務を負う」等の要
件を付すことができるなど関係課と調整を図
り積極的な働きかけをしていきたい。

（コメント）文字どおり前向きな答弁として、
大変評価できるもの。
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　虹と緑のみなさんへ
　箕面の増田京子です。みなさんの応援を頂
いて、8月22日投票の箕面市議選で3期目当
選することができました。ありがとうござい
ました。

　今回の選挙は4年前市長選で1,000 票差で
落選した無所属市民派の藤沢　純一さん（2
期8年間議員）が現職を破って約970票差で
新市長になりました。開発や無秩序なまちづ
くりが進む箕面を見せつけられた市民は、そ
れに対して４年間浪人の身で会報を出し続け
た彼に関心が引き寄せられた結果でしょう。
しかし当選できたのは保守が割れたせいでも
あります。前回トップ当選の内海辰郷議員
（旧社会党だが、党を離脱後自民党と足並みを
そろえる）が現職に反旗を翻し4人会派の内
仲間2人を引き連れて市長選に出ました。藤
沢さんの票もとったでしょうが、保守票の梶
田票また、市の職員の票をとりこんだ結果藤
沢さんが抜け出たのです。
　そして、新人無所属市民派が藤沢さんの仲
間としてと３人市議選にチャレンジ。私とも
うひとりの現職市民派と計５人が当選しまし
た。会派は３人の新人と私たち２人の会派の
２つをつくり、お互いのネットワークを強化
しながら、他の議員とも連携できるところは
していくことになりました。共産党も野党で
すので、大変です。私はどっぷり浸かった与
党にはなれませんので、是々非々でいきます。

選挙結果 村上　弘充    　　  5,834
　 梶田　いさお    　15,596
　　　当    ふじさわ　純一    16,565
　 うつみ　辰郷    　10,027
　　 　　計    　　　　48,022　　　

　そして波乱含みの議会が幕を開けました。
　9月16日、新市長所信表明。箕面市議会始

まって以来最高の119人傍聴。本会議室に入
れず委員会室を開放。しかしモニターがない
ので音声のみ。
　静かに終了。市民の方は拍子抜けしたので
は。
　9月21日から委員会が始まりましたが、こ
こから市長に集中攻撃が始まりました。
　文教常任委員会では卒業式などでの国旗国
歌に対してどうするのかと詰め寄られ、市長
は法律や条例に従わなければいけないからそ
れに準ずる。（陰の声「ほんまに歌うつも
り？」）という返事。せめて強制はしない、あ
るいは憲法が最高法規くらいは言ってほし
かった。
　その後の委員会も震度４の地震がこの間
あったのですが、その時に出務しなかったこ
との批判（これは駆け付けるべきだったと私
も思います）や、公約に対しての批判が浴び
せられました。確かに、彼は議員の時にも手
厳しく市政批判をしていましたのでその返礼
をされている状態です。まだまだ、市長就任
一月、職員との意思疎通が計られていないと
言って良いでしょう。職員が足を引っ張りか
ねません。
　助役人事もまだです。早急に職員との連携
を深め、議会の議決事項とは関係の無い所で
成果をだしていくことが必要だと感じていま
す。そのためには市民の支えが不可欠です。
委員会傍聴も多くなっていますが、これから
でしょう。
　私が求める箕面のまちづくりを目指すため
にはどんな状況でも、また足下をすくわれな
いためにも、私もきっちり自分のポリシーと
理論を持って丁寧に対応していかなければと
今迄以上に頑張らねばと痛感しています（本
当は３期目は学ぶ方に力をいれたかったので
すが）。また、みなさんのお知恵をお借りする
ことがあると思いますので、よろしくお願い
します。

大阪府箕面市議会新たなスタート
箕面市議会議員　増田　京子
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選挙
情報

　泉南市議選が近づいてきまして10月 17日
告示、24日に投票です。
　3名減って20名の定数で行われ、今のとこ
ろ現職１名がおやめになり 26 名が立つ予定
です。私も２年３ケ月の議員で無くなっての
挑戦になります。
　この間に大阪府議選、知事選までやってし
まいました。市民が一番尊いという思いが、
挑戦に見境がつけられません。「イデオロギ
ー」とは恐いものですな。御用心あれ。

　今年の参議院選挙で「みどりの会議」と言
う日本初の環境政党でかかわり、この事が今

回の選挙のテーマーになります。
　コスタリカの武力を持たずに平和な社会を
運営していく事のキーワードは、たるを知る、
と言う日本でも言葉になっている、言葉が出
てこない知足・・・、「少欲知足」資料が出て
きてわかりました。
　そして「スロー・スモール・シンプル」を
掲げて選挙を行います。どうぞ一緒に関わっ
ていただけると、何倍にも喜びが広がります。
どうぞ素敵な出会いを待っています。

　以下の様な資料をつくりましたので御参考
に。

　市町合併の是非を問う住民投票で、地方自治体とは「建物・道路事業」ではなく人への
施策と気付かされた。
　財政難だから保育料や水道料等を上げた。一方で「65億円」の信達樽井線道路を避難所
でもある学校施設の耐震補強よりも優先させ、議会は13対 8で認めた。
　関空は反省が必要で、2期のあり方を１期も含め市民が判断出来る様にする。
　戦争から「無防備」な市民を守る国際条約による平和条例を01年議員提案（大阪市で
は直接請求）否決となったが実現に努める。
　原発を廃止し、自然エネルギー等の組み合わせが必要。　
　林農漁業を大事に。主権在民の社会は市民こそ中心、府・国は補助機関である。市民に
真向かいになる事が自治体の要である。
　完全情報公開で議会を活性化。

◇小山広明の歩み◇
　世界21ケ国を旅して帰った32歳の時に「市長選が無投票か」での立候補が選挙への
かかわり。その後、市長、府・市議（３回）に立ち７回目で市議に。02年４月4期目途
中で市長選・03年府議選・今年2月は府知事選に立ち落選。その後も議会傍聴を続け街
頭ホームページ、戸別、駅頭で議会報告。市民が一番、普通が尊い（民主主義）が基本。

小山広明です

ゆっくり
　　　 平和・環境・人権
　　　　　　　　　　　　 小さく

子どものいのちと未来のために

大阪府泉南市議選は 10 月 17 日告示です
小山広明さんが再び挑戦
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　9 月 5日に始まった市議選は期間中に思い
もかけぬ台風と地震が到来、波乱に満ちた一
週間でした。
　４年間の議会活動の実績から再選への手ご
たえはつかみつつありましたが、選挙戦に入
って他陣営の執拗なまでの地元への切り崩し
に遭って一抹の不安が頭の片隅から離れるこ
とがありませんでした。
　しかし結果は前回得票数を大幅に上回り26
人中12位で当選させていただきました。

＜選挙の総括＞

○市民派を貫く
　厳しい選挙で無所属の候補者の多くが政党
や何らかの組織の推薦を受ける中で、私は政
党の推薦のお話も頂きましたが市民派のスタ
イルを貫きました。
　選挙の応援は全てボランティア、選挙カー
は自家用車、車上の看板は前回の物を流用。
事務所はいつも使っている事務所を使用。お
金のかからない選挙に徹しました。

○地元＋各地の応援の相乗効果
　地元の皆様の厚い支援とあわせ、遠くは相
生、赤穂をはじめ各地の市民派議員の多くの
応援があり、この友情の連帯が今回の勝利を
もたらしたものと感謝しています。これは今
までの和泉市には無い新しい選挙の形が実現
できたものと思います。

○新しい選挙の実現
　選挙のときしか顔を出さないとひんしゅく
を買う選挙が今までのやり方でした。私は議
会での積極的発言、その結果を会報で伝える
ことを４年間続けました。この結果が大幅な

票の上積みを実現させたのではないでしょう
か。選挙はその時だけのものではない新しい
形を実現したものと思います。

○選挙のあり方ついて
　今回の選挙は多くの自発的なボランティア
に支えられクリーンな選挙が出来ました。他
の陣営からは必要以上に公職選挙法にとらわ
れたと奇異に見られたかもしれませんが、私
の流儀の選挙を貫きました。
　しかしながら心に引っかかることが一つあ
ります。それは街宣車の連呼です。私達は少
しでも政策を訴えたいためスポットを多く取
り入れ市民の方々と直接対話することを心が
けましたが、結果的には多くの選挙カーが大
きな声を張り上げて練りまわし、市民の方々
に大変な迷惑がかかったのではないかと危惧
しています。公職選挙法の限界もありますが、
今後心すべきと反省しています。

○投票率について
　今回の投票率は前回を5％も下回る結果と
なりました。
　有権者は5千人増えているのに投票した人
は逆に3千人減るという結果となりました。
ここ数回にわたって和泉市の市議会選挙では
投票率の低下が続いています。この傾向は国
政選挙を含め全体としての傾向ですが、もっ
とも身近な市会議員選挙の投票率の低下に歯
止めがかからない状況は極めて深刻と考えね
ばなりません。
　私たち議会人は市民の皆様の判断を厳しく
受け止めるべきと考えます。私は今回公約に
議会改革をあげました。市民の皆様に慕われ
る議会をなんとしても作らねばならないと考
えています。

前回得票数を大幅に上回り26人中 12位で当選

大阪府和泉市議会議員　小林　昌子


